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承第２号 

 

   専決処分の報告並びにその承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

  令和８年５月１５日提出 

 

                       羽島市長 松 井  聡     

 

 

 

専第３号 

 

   羽島市税条例の一部を改正する条例について 

 

 羽島市税条例（昭和３０年羽島市条例第３０号）の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日専決 

 

                        羽島市長 松 井  聡     
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羽島市税条例の一部を改正する条例 

羽島市税条例（昭和３０年羽島市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１９条の３ 地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に規

定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１

項に規定する検査対象軽自動車又は２

輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない事由により軽自動車税を滞

納している場合においてその旨とす

る。 

第１９条の３ 地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に規

定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１

項に規定する検査対象軽自動車又は２

輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない事由により種別割  を滞

納している場合においてその旨とす

る。 

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 

第２０条 納税者又は特別徴収義務者

は、第３９条、第４５条、第４５条の

２若しくは第４５条の５（第５２条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４６条

の４第１項（第４６条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４７条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項

の申告書に係る部分を除く。）、第５２

条の７、第６６条         

 、第８２条第２項、第９３条の４第

１項若しくは第２項、第９５条第２項、

第２０条 納税者又は特別徴収義務者

は、第３９条、第４５条、第４５条の

２若しくは第４５条の５（第５２条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４６条

の４第１項（第４６条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４７条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項

の申告書に係る部分を除く。）、第５２

条の７、第６６条、第８０条の６第１

項、第８２条第２項、第９３条の４第

１項若しくは第２項、第９５条第２項、
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第１１７条第１項、第１２３条、第１

２９条又は第１４１条第３項に規定す

る納期限後にその税金を納付し、又は

納入金を納入する場合には、当該税額

又は納入金額にその納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された

納期限とする。以下第１号、第２号及

び第５号において同じ。）の翌日から納

付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（次の各号

に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間に

ついては年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなけれ

ばならない。 

第１１７条第１項、第１２３条、第１

２９条又は第１４１条第３項に規定す

る納期限後にその税金を納付し、又は

納入金を納入する場合には、当該税額

又は納入金額にその納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された

納期限とする。以下第１号、第２号及

び第５号において同じ。）の翌日から納

付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（次の各号

に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間に

ついては年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなけれ

ばならない。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵               第

９３条の４第１項若しくは第２項の

申告書又は第１１７条第１項の申告

書に係る税額（第４号に掲げる税額

を除く。） 当該税額に係る納期限の

翌日から１月を経過する日までの期

間 

⑵ 第８０条の６第１項の申告書、第

９３条の４第１項若しくは第２項の

申告書又は第１１７条第１項の申告

書に係る税額（第４号に掲げる税額

を除く。） 当該税額に係る納期限の

翌日から１月を経過する日までの期

間 

⑶               第

９３条の４第１項若しくは第２項の

申告書又は第１１７条第１項の申告

書でその提出期限後に提出したもの

⑶ 第８０条の６第１項の申告書、第

９３条の４第１項若しくは第２項の

申告書又は第１１７条第１項の申告

書でその提出期限後に提出したもの
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に係る税額 当該提出した日までの

期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

に係る税額 当該提出した日までの

期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

⑷～⑹ 略 ⑷～⑹ 略 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３２条 略 第３２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定す

る特定配当等（次項及び      

  第３３条の９において「特定配当

等」という。）（同号ロに掲げるものを

除く。以下この項において同じ。）に係

る所得を有する者に係る総所得金額

は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定す

る特定配当等（以下この項及び次項並

びに第３３条の９において「特定配当

等」という。）           

               に係

る所得を有する者に係る総所得金額

は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第７９条 軽自動車税は、軽自動車等（原

動機付自転車、軽自動車、小型特殊自

動車及び２輪の小型自動車をいう。以

下同じ。）に対し、その所有者に課する。 

第７９条 軽自動車税は、３輪以上の軽

自動車に対し、当該３輪以上の軽自動

車の取得者に環境性能割によって、軽

自動車等に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車

の取得者には、法第４４３条第２項に

規定する者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条

第１項の規定により軽自動車税を課す

ることができない者である場合には、

前項 の規定にかかわらず、当該軽自

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条

第１項の規定により種別割  を課す

ることができない者である場合には、

第１項の規定にかかわらず、その使用
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動車等の使用者に軽自動車税を課す

る。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、この限りで

ない。 

者に            課す

る。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、これを課さ

ない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第８０条 軽自動車等の売買契約におい

て売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、買主を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を

課する。 

第８０条 軽自動車等の売買契約におい

て売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、軽自動車税の賦

課徴収については、買主を前条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「３輪以上の

軽自動車の取得者」という。）又は軽自

動車等の所有者とみなして、軽自動車

税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約

に係る軽自動車等について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる

者を               

軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約

に係る軽自動車等について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる

者を３輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売

業者等（以下この項において「販売業

者等」という。）が、その製造により取

得した３輪以上の軽自動車又はその販

売のためその他運行（道路運送車両法

第２条第５項に規定する運行をいう。

次項において同じ。）以外の目的に供す

るため取得した３輪以上の軽自動車に

ついて、当該販売業者等が、法第４４

４条第３項に規定する車両番号の指定
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を受けた場合（当該車両番号の指定前

に第１項の規定の適用を受ける売買契

約の締結が行われた場合を除く。）に

は、当該販売業者等を３輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車

を取得した者が、当該３輪以上の軽自

動車を法の施行地内に持ち込んで運行

の用に供した場合には、当該３輪以上

の軽自動車を運行の用に供する者を３

輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

 （環境性能割の課税標準） 

 第８０条の３ 環境性能割の課税標準

は、３輪以上の軽自動車の取得のため

に通常要する価額として施行規則第１

５条の１０に定めるところにより算定

した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第８０条の４ 次の各号に掲げる３輪以

上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は、当該各号に定める率とす

る。 

 ⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項

又は第５項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けるもの 

１００分の１ 

 ⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項

又は第５項において準用する場合を
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含む。）の規定の適用を受けるもの 

１００分の２ 

 ⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用

を受けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 第８０条の５ 環境性能割の徴収につい

ては、申告納付の方法によらなければ

ならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第８０条の６ 環境性能割の納税義務者

は、法第４５４条第１項各号に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当

該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による申告書を

市長に提出するとともに、その申告に

係る環境性能割額を納付しなければな

らない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境

性能割の納税義務者を除く。）は、法第

４５４条第１項各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第３３号の４様式による報告

書を市長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する

過料） 

 第８０条の７ 環境性能割の納税義務者

が前条の規定により申告し、又は報告

すべき事項について正当な事由がなく

て申告又は報告をしなかった場合に

は、その者に対し、１０万円以下の過
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料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市

長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合におい

て発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内と

する。 

 （環境性能割の減免） 

 第８０条の８ 市長は、公益のため直接

専用する３輪以上の軽自動車又は第８

８条第１項各号に掲げる軽自動車等

（３輪以上のものに限る。）のうち必要

と認めるものに対しては、環境性能割

を減免する。 

 ２ 前項の規定による環境性能割の減免

を受けるための手続その他必要な事項

については、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割  の税率） 

第８１条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する軽自動車税の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第８１条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割  の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割  の賦課期日及び納期） 

第８２条 軽自動車税の賦課期日は、４

月１日とする。 

第８２条 種別割  の賦課期日は、４

月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から

同月３１日までとする。 

２ 種別割  の納期は、５月１日から

同月３１日までとする。 

３ 略 ３ 略 

-10-



（軽自動車税の徴収の方法） （種別割  の徴収の方法） 

第８３条 軽自動車税は、普通徴収の方

法によって徴収する。 

第８３条 種別割  は、普通徴収の方

法によって徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割  に関する申告又は報告） 

第８５条 軽自動車税の納税義務者であ

る軽自動車等の所有者又は使用者（以

下この節において「軽自動車等の所有

者等」という。）は、軽自動車等の所有

者等となった日から１５日以内に、軽

自動車及び２輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３３

号の４様式  による申告書、原動機

付自転車及び小型特殊自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３３

号の５様式による申告書並びにその者

の住所を証明すべき書類を市長に提出

しなければならない。 

第８５条 種別割  の納税義務者であ

る軽自動車等の所有者又は使用者（以

下この節において「軽自動車等の所有

者等」という。）は、軽自動車等の所有

者等となった日から１５日以内に、軽

自動車及び２輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３３

号の４の２様式による申告書、原動機

付自転車及び小型特殊自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３３

号の５様式による申告書並びにその者

の住所を証明すべき書類を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該

申告事項について変更があった場合に

おいては、その事由が生じた日から１

５日以内に、当該変更があった事項に

ついて軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規

則第３３号の４様式  による申告書

並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第３３号の５様式による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでな

２ 前項の申告書を提出した者は、当該

申告事項について変更があった場合に

おいては、その事由が生じた日から１

５日以内に、当該変更があった事項に

ついて軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規

則第３３号の４の２様式による申告書

並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第３３号の５様式による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでな
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い。 い。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった

者は、軽自動車等の所有者等でなくな

った日から３０日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第３３号の４様

式  による申告書並びに原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３４号様

式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった

者は、軽自動車等の所有者等でなくな

った日から３０日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第３３号の４の

２様式による申告書並びに原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３４号様

式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ 略 ４ 略 

（軽自動車税に係る不申告等に関する

過料） 

（種別割  に係る不申告等に関する

過料） 

第８６条 略 第８６条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

（軽自動車税の減免） （種別割  の減免） 

第８７条 市長は、次の各号に掲げる軽

自動車等のうち、市長において必要が

あると認めるものについては、軽自動

車税を減免する。 

第８７条 市長は、次の各号に掲げる軽

自動車等のうち、市長において必要が

あると認めるものについては、種別割

  を減免する。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

２ 前項の規定により軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により種別割  の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 
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⑴～⑻ 略 ⑴～⑻ 略 

３ 第１項の規定により軽自動車税の減

免を受けた者は、その事由が消滅した

場合には、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

３ 第１項の規定により種別割  の減

免を受けた者は、その事由が消滅した

場合には、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の

減免） 

（身体障害者等に対する種別割  の

減免） 

第８８条 市長は、次の各号に掲げる軽

自動車等のうち必要と認めるものに対

しては、軽自動車税を減免する。 

第８８条 市長は、次の各号に掲げる軽

自動車等のうち必要と認めるものに対

しては、種別割  を減免する。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

２ 前項第１号の規定により軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して身体障害者福祉

法（昭和２４年法律第２８３号）第１

５条の規定により交付された身体障害

者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３

８年法律第１６８号）第４条の規定に

より戦傷病者手帳の交付を受けている

者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、県から交付された

療育手帳（以下この項において「療育

手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通法

２ 前項第１号の規定により種別割  

の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して身体障害者福祉

法（昭和２４年法律第２８３号）第１

５条の規定により交付された身体障害

者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３

８年法律第１６８号）第４条の規定に

より戦傷病者手帳の交付を受けている

者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、県から交付された

療育手帳（以下この項において「療育

手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通法
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（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者

若しくは身体障害者等と生計を一にす

る者若しくは身体障害者等（身体障害

者等のみで構成される世帯の者に限

る。）を常時介護する者の運転免許証

（以下この項において「運転免許証」

という。）又はこれらの者の特定免許情

報（同法第９５条の２第２項に規定す

る特定免許情報をいう。次項において

同じ。）が記録された免許情報記録個人

番号カード（同法第９５条の２第４項

に規定する免許情報記録個人番号カー

ドをいう。次項において同じ。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して提出し

なければならない。 

（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者

若しくは身体障害者等と生計を一にす

る者若しくは身体障害者等（身体障害

者等のみで構成される世帯の者に限

る。）を常時介護する者の運転免許証

（以下この項において「運転免許証」

という。）又はこれらの者の特定免許情

報（同法第９５条の２第２項に規定す

る特定免許情報をいう。次項において

同じ。）が記録された免許情報記録個人

番号カード（同法第９５条の２第４項

に規定する免許情報記録個人番号カー

ドをいう。次項において同じ。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して提出し

なければならない。 

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項第２号の規定により軽自動車

税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、当該軽自動

車等の提示（市長が、当該軽自動車等

の提示に代わると認める書類の提出が

ある場合には、当該書類の提出）をす

るとともに、前条第２項各号に掲げる

事項を記載した申請書を提出しなけれ

ばならない。 

４ 第１項第２号の規定により種別割 

 の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、当該軽自動

車等の提示（市長が、当該軽自動車等

の提示に代わると認める書類の提出が

ある場合には、当該書類の提出）をす

るとともに、前条第２項各号に掲げる

事項を記載した申請書を提出しなけれ

ばならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定 ５ 前条第３項の規定は、第１項の規定
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により軽自動車税の減免を受けている

者について準用する。 

により種別割  の減免を受けている

者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

第８９条 略 第８９条 略 

２ 法第４４５条若しくは第８０条の２

又は第７９条第２項ただし書の規定に

よって軽自動車税を課することのでき

ない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる

定置場が市内に所在することとなった

ときは、その事由が発生した日から１

５日以内に、市長に対し、標識交付申

請書を提出し、かつ当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の提示をしてそ

の車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。軽自動車税を

課されるべき原動機付自転車又は小型

特殊自動車が法第４４５条若しくは第

８０条の２又は第７９条第２項ただし

書の規定によって軽自動車税を課され

ないこととなったときにおける当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所

有者又は使用者についても、また、同

様とする。 

２ 法第４４５条若しくは第８０条の２

又は第７９条第３項ただし書の規定に

よって種別割  を課することのでき

ない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる

定置場が市内に所在することとなった

ときは、その事由が発生した日から１

５日以内に、市長に対し、標識交付申

請書を提出し、かつ当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の提示をしてそ

の車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。種別割  を

課されるべき原動機付自転車又は小型

特殊自動車が法第４４５条若しくは第

８０条の２又は第７９条第３項ただし

書の規定によって種別割  を課され

ないこととなったときにおける当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所

有者又は使用者についても、また、同

様とする。 

３～６ 略 ３～６ 略 

７ 前２項の標識及び第３項の証明書の

交付を受けた者は、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の主たる定置場

が市内に所在しないこととなったと

７ 前２項の標識及び第３項の証明書の

交付を受けた者は、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の主たる定置場

が市内に所在しないこととなったと
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き、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を所有し若しくは使用しないこ

ととなったとき、又は当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車に対して軽自

動車税が課されることとなったとき

は、その事由が発生した日から１５日

以内に、市長に対し、その標識及び証

明書を返納しなければならない。 

き、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を所有し若しくは使用しないこ

ととなったとき、又は当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車に対して種別

割  が課されることとなったとき

は、その事由が発生した日から１５日

以内に、市長に対し、その標識及び証

明書を返納しなければならない。 

８及び９ 略 ８及び９ 略 

附 則 附 則 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

 第５条の３ 平成２０年度から平成２８

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年（次条において「居住年」

という。）が平成１１年から平成１８年

までの各年である場合に限る。）におい

ては、法附則第５条の４第６項に規定

するところにより控除すべき額（第３

項において「市民税の住宅借入金等特

別税額控除額」という。）を、当該納税

義務者の第３３条の３及び第３３条の

６の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３３条の８及び第３３条の９第１
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項の規定の適用については、第３３条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第５条の３第１項」と、同

項中「前３条」とあるのは「前３条並

びに附則第５条の３第１項」とする。 

 ３ 第１項の規定は、市民税の所得割の

納税義務者が、当該年度の初日の属す

る年の３月１５日までに、施行規則で

定めるところにより、同項の規定の適

用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関

する事項を記載した市民税住宅借入金

等特別税額控除申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたものを含

む。）を、市長に提出した場合（法附則

第５条の４第９項の規定により税務署

長を経由して提出した場合を含む。）に

限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

 

第５条の３   平成２２年度から令和

２０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第４

１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（同法第４１条第１項

に規定する居住年が  平成２１年か

ら令和７年までの各年である場合に限

る。）には             

第５条の３の２ 平成２２年度から令和

２０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第４

１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は平成２１年か

ら令和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の適
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         、法附則第５条の

４第５項  （同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）

に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第３３条の３及

び第３３条の６の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

用を受けないときは、法附則第５条の

４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）

に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第３３条の３及

び第３３条の６の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３３条の８及び第３３条の９第１

項の規定の適用については、第３３条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第５条の３第１項  」と、

第３３条の９第１項中「前３条」とあ

るのは「前３条並びに附則第５条の３

第１項  」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３３条の８及び第３３条の９第１

項の規定の適用については、第３３条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第５条の３の２第１項」と、

第３３条の９第１項中「前３条」とあ

るのは「前３条並びに附則第５条の３

の２第１項」とする。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

第６条 昭和５７年度から令和１２年度

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場

合において、第３５条の２第１項の規

定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第３５条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があると

き（これらの申告書にその記載がない

第６条 昭和５７年度から令和９年度 

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場

合において、第３５条の２第１項の規

定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第３５条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があると

き（これらの申告書にその記載がない
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ことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る市

民税の所得割の額を免除する。 

ことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る市

民税の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第３５条の２第

１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２

項第２号に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第３２条から第３３条

の３まで、第３３条の６から第３３条

の８まで、附則第５条第１項、附則第

５条の３第１項          

   及び附則第５条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に

掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第３５条の２第

１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２

項第２号に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第３２条から第３３条

の３まで、第３３条の６から第３３条

の８まで、附則第５条第１項、附則第

５条の３第１項、附則第５条の３の２

第１項及び附則第５条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に

掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

３ 略 ３ 略 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第８条の２ 略 第８条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ロに ４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに
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規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

６ 法附則第１５条第２４項第１号ニに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

７ 法附則第１５条第２４項第２号に規

定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は５分の３とす

る。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規

定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は７分の６とす

る。 

８ 法附則第１５条第２４項第３号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

９ 法附則第１５条第２４項第３号ロに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

９ 法附則第１５条第２５項第３号ロに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１０ 法附則第１５条第２４項第４号 

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は４分の３と

する。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は４分の３と

する。 

 １１ 法附則第１５条第２５項第４号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は２分の１と
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する。 

 １２ 法附則第１５条第２５項第４号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は２分の１と

する。 

 １３ 法附則第１５条第２５項第４号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は２分の１と

する。 

１１ 法附則第１５条第２７項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１４ 法附則第１５条第２８項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１２ 法附則第１５条第３１項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１５ 法附則第１５条第３２項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１３ 法附則第１５条第３５項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１６ 法附則第１５条第３６項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の２と

する。 

１４ 法附則第１５条第３６項に規定す

る市の条例で定める割合は２分の１と

する。 

１７ 法附則第１５条第３７項に規定す

る市の条例で定める割合は２分の１と

する。 

１５ 法附則第１５条第３９項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の１と

する。 

１８ 法附則第１５条第４０項に規定す

る市の条例で定める割合は３分の１と

する。 

１６ 法附則第１５条第４０項に規定す

る市の条例で定める割合は４分の３と

する。 

１９ 法附則第１５条第４１項に規定す

る市の条例で定める割合は４分の３と

する。 

１７ 略 ２０ 略 

１８ 法附則第１５条の９の３第１項に ２１ 法附則第１５条の９の３第１項に

-21-



規定する市  の条例で定める割合は

３分の１とする。 

規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

１９ 法附則第１５条の１１第１項に規

定する市の条例で定める割合は３分の

１とする。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第８条の３ 略 第８条の３ 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書に令附則第１２条第

１７項に規定する従前の家屋について

移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書に令附則第１２条第

１６項に規定する従前の家屋について

移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に当該耐震改修に要し

た費用を証する書類及び当該耐震改修

後の家屋が令附則第１２条第２０項に

規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければな

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に当該耐震改修に要し

た費用を証する書類及び当該耐震改修

後の家屋が令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければな
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らない。 らない。 

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略 

９ 略 ９ 略 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

⑷ 令附則第１２条第２４項に掲げる

者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当する

かの別 

⑷ 令附則第１２条第２３項に掲げる

者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当する

かの別 

⑸ 略 ⑸ 略 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第１２条第２５項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費

及び介護予防住宅改修費 

⑹ 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第１２条第２４項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費

及び介護予防住宅改修費 

⑺ 略 ⑺ 略 

１０ 略 １０ 略 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３２項に規

定する補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３１項に規

定する補助金等 

⑹ 略 ⑹ 略 

１１ 略 １１ 略 

１２ 略 １２ 略 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３２項に規

定する補助金等 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３１項に規

定する補助金等 

⑹ 略 ⑹ 略 

１３及び１４ 略 １３及び１４ 略 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐 １５ 法附則第１５条の１０第１項の耐
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震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１８項に規定する補助に係る補

助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第７条又は附則第３条

第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第２０項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１８項に規定する補助に係る補

助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第７条又は附則第３条

第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第１９項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改

修特別特定建築物 について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同

項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条の２第１項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し及び高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（平成１８年法律第９１

号）第１４条第１項に規定する建築物

移動等円滑化基準（同条第３項の条例

で付加した事項を含む。）又は同法第１

７条第３項第１号に規定する同法第２

条第２０号に規定する建築物特定施設

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改

修実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同

項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通

省令第１１０号）第１０条第２項に規

定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律（平

成２４年法律第４９号）第２条第２項

に規定する実演芸術の公演の用に供す

る施設である           
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の構造及び配置に関する基準に適合す

る旨を証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

                 

 旨を証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５

条各号に掲げる特別特定建築物（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第１４条第３項の

条例で定める同法第２条第１８号に

規定する特定建築物を含む。）のいず

れに該当するかの別 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５

条第３号に規定する劇場若しくは演

芸場又は同条第４号に規定する集会

場若しくは公会堂のいずれに該当す

るかの別 

⑷～⑹ 略 ⑷～⑹ 略 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

 第１３条の２ 軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収は、当分の間、第１章第２

節の規定にかかわらず、県が、自動車

税の環境性能割の賦課徴収の例によ

り、行うものとする。 

 ２ 県知事は、当分の間、前項の規定に

より行う軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が

法第４４６条第１項（同条第２項又は

第３項において準用する場合を含む。）

又は法第４５１条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の

適用を受ける３輪以上の軽自動車に該
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当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第２９

条の９第３項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

 ３ 県知事は、当分の間、第１項の規定

により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額に

ついて不足額があることを附則第１３

条の４の規定により読み替えられた第

８０条の６第１項の納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された

納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。）により国土交通大臣の認定

等を受けたことを事由として国土交通

大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承

継人を当該不足額に係る３輪以上の軽

自動車について法附則第２９条の１１

の規定によりその例によることとされ

た法第１６１条第１項に規定する申告

書を提出すべき当該３輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、軽自動車税の

環境性能割に関する規定を適用する。 
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 ４ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１０

０分の３５の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特

例） 

 第１３条の３ 市長は、当分の間、第８

０条の８の規定にかかわらず、県知事

が自動車税の環境性能割を減免する自

動車に相当するものとして市長が定め

る３輪以上の軽自動車に対しては、軽

自動車税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付

の特例） 

 第１３条の４ 第８０条の６の規定によ

る申告納付については、当分の間、同

条中「市長」とあるのは、「県知事」と

する。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収

取扱費の交付） 

 第１３条の５ 市は、県が軽自動車税の

環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行うために要する費用を補償するた

め、法附則第２９条の１６第１項に掲

げる金額の合計額を、徴収取扱費とし

て県に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

 第１３条の６ 営業用の３輪以上の軽自
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動車に対する第８０条の４の規定の適

用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

 第１号 １００分の

１ 

１００分

の０．５ 

第２号 １００分の

２ 

１００分

の１ 

第３号 １００分の

３ 

１００分

の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対す

る第８０条の４（第３号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、当分

の間、同号中「１００分の３」とある

のは、「１００分の２」とする。 

（軽自動車税    の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１４条 法附則第３０条に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が最初の道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定

（次項及び第３項  において「初回

車両番号指定」という。）を受けた月か

ら起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税  

  に係る第８１条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第１４条 法附則第３０条に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が最初の法第４４４条第３項に規定

する        車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回

車両番号指定」という。）を受けた月か

ら起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第８１条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 
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表 略 表 略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和７年４月１日

から令和１０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税  

  に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和４年４月１日

から令和８年３月３１日まで の間に

初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

表 略 表 略 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用

を受ける三輪以上の同項      

    に規定するガソリン軽自動車

（以下この項    において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８１条の

規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和７年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、令和８年度

分                

    の軽自動車税    に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」と、

同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」と

あるのは「３，５００円」とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用

を受ける三輪以上の法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車

（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８１条の

規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和４年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」と、

同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」と

あるのは「３，５００円」とする。 
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 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用

を受ける三輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除

き、営業用の乗用のものに限る。）に対

する第８１条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和７年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）

中「３，９００円」とあるのは「３，

０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，

９００円」とあるのは「５，２００円」

とする。 

（軽自動車税    の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１４条の２ 市長は、軽自動車税  

  の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項又は第３項  の

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

第１４条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項から第４項までの

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税  

  の額について不足額があることを

第８２条第２項の納期限（納期限の延

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種

別割の額について不足額があることを

第８２条第２項の納期限（納期限の延
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長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を

賦課期日現在における当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税    に関する規

定（第８６条及び第８７条の規定を除

く。）を適用する。 

長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を

賦課期日現在における当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税の種別割に関する規

定（第８６条及び第８７条の規定を除

く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税    の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 

第１４条の３ 略 第１４条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５
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条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１４条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項及び附則第５条の３第１

項             中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１４条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１４条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１４条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項、附則第５条の３第１項

及び附則第５条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１４条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１４条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例） 

第１４条の４ 略 第１４条の４ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中
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「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１４条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項及び附則第５条の３第１

項             中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１４条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１４条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１４条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項、附則第５条の３第１項

及び附則第５条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１４条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１４条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

４ 略 ４ 略 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第１５条 略 第１５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１５条第１項の規定

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１５条第１項の規定
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による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１５条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１５条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１５条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１５条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第１５条の２ 昭和６３年度から令和１

１年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中

に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）

に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得（次条の規定の適用

第１５条の２ 昭和６３年度から令和８

年度 までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中

に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）

に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得（次条の規定の適用
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を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額

は、前条第１項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額

は、前条第１項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和８年度 までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。 

３ 略 ３ 略 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第１６条 略 第１６条 略 
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２～４ 略 ２～４ 略 

５ 略 ５ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１６条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１６条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１６条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１６条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第１７条 略 第１７条 略 

２ 略 ２ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま ⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま
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で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１７条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１７条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第１７条の３ 略 第１７条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

             の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項の規定

の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割
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の額及び附則第１７条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項及び附則第５条の３第１

項             中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１７条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

の額及び附則第１７条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項、附則第

５条第１項、附則第５条の３第１項

及び附則第５条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１７条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」

と、第３３条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１７条の４ 略 第１７条の４ 略 

２ 略 ２ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項及び第５条の３第１項

           の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項並びに附則

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項並びに附則
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第５条第１項及び第５条の３第１項

           中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１７条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の４第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１７条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の４第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

５ 略 ５ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項及び第５条の３第１項

           の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項並びに附

則第５条第１項及び第５条の３第１

項           中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項並びに附

則第５条第１項、第５条の３第１項

及び第５条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

-39-



附則第１７条の４第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

附則第１７条の４第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１７条の５ 略 第１７条の５ 略 

２ 略 ２ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項及び第５条の３第１項

           の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の５第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項及び第５条の３第１項

           中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１７条の５第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の５第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の５第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項前段、第３３条の

８、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１７条の５第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

３条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の５第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

３及び４ 略 ３及び４ 略 
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５ 略 ５ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項及び第５条の３第１項

           の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の５第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項並びに附

則第５条第１項及び第５条の３第１

項           中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条の５第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１７条の５第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項並びに附則

第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項の規定の適

用については、第３３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１７条の５第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項前段、第３３条

の８、第３３条の９第１項並びに附

則第５条第１項、第５条の３第１項

及び第５条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条の５第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、

第３３条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１７条の５第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

６ 略 ６ 略 

（都市計画税に関する読替規定） （都市計画税に関する読替規定） 

第１９条 法附則第１５条第１項、第８

項、第１２項から第１６項まで、第１

８項、第１９項、第２３項、第２６項、

第３０項から第３２項まで、第３５項、

第３６項、第４０項若しくは第４３項、 

第１９条 法附則第１５条第１項、第９

項、第１３項から第１７項まで、第１

９項、第２０項、第２４項、第２７項、

第３１項から第３３項まで、第３６項、

第３７項、第４１項若しくは第４４項、 
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 第１５条の２第２項、第１５条の３又

は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第１２０条第

２項中「又は第３３項」とあるのは「若

しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」

とする。 

 第１５条の２第２項、第１５条の３又

は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第１２０条第

２項中「又は第３３項」とあるのは「若

しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」

とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の羽島市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２５項

に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自

動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 
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３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和

８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税

については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

（羽島市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 羽島市税条例の一部を改正する条例（平成２６年羽島市条例第２６号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初

めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受け

た３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税    に係る市税条例第

８１条及び附則第１４条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初

めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受け

た３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の種別割に係る市税条例第

８１条及び附則第１４条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

表 略 表 略 
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承第３号 

 

   専決処分の報告並びにその承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

  令和８年５月１５日提出 

 

                       羽島市長 松 井  聡     

 

 

 

専第４号 

 

   羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 羽島市国民健康保険税条例（昭和３９年羽島市条例第２７号）の一部を改正する条

例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日専決 

 

                      羽島市長 松 井  聡     
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羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

羽島市国民健康保険税条例（昭和３９年羽島市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 略 第２条 略 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が

６７万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６７万円とする。 

３及び４ 略 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援

納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第７０３条

の４第３０項に規定する１８歳以上被

保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。ただし、加算後の

額が３万円を超える場合においては、

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が

６６万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６６万円とする。 

３及び４ 略 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援

納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第７０３条

の４第３０項に規定する１８歳以上被

保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。 
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子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

（低所得者の保険税の減額） （低所得者の保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる

保険税の納税義務者に対して課する保

険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６

７万円を超える場合には、６７万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が２

６万円を超える場合には、２６万円 

 ）、  同条第４項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）

並びに同条第５項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からキからケまで

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が３万円を超える場合に

は、３万円）の合算額とする。 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる

保険税の納税義務者に対して課する保

険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６

６万円を超える場合には、６６万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が２

６万円を超える場合には、２６万円 

 ）並びに同条第４項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）

                 

                 

                 

                 

      の合算額とする。   

⑴ 略 ⑴ 略 

ア～ケ 略 ア～ケ 略 

⑵ 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合に

⑵ 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合に
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あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき３１万円     

を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき３０万５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

ア～ケ 略 ア～ケ 略 

⑶ 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金額 

）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき５７万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

⑶ 法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金額 

）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき５６万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア～ケ 略 ア～ケ 略 

（出産被保険者の保険税の減額） （出産被保険者の保険税の減額） 

第２２条の４ 略 第２２条の４ 略 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第３条の規定により

算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の出産の予定

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第３条の規定により

算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の出産の予定
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日（地方税法施行規則第２４条の３

０の６に定める場合には、出産の日。

以下同じ。）の属する月（以下「出

産予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下「産

前産後期間」という。）のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

日（地方税法施行規則第２４条の３

０の５に定める場合には、出産の日。

以下同じ。）の属する月（以下「出

産予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下「産

前産後期間」という。）のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

⑵～⑼ 略 ⑵～⑼ 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の羽島市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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承第４号 
 
   専決処分の報告並びにその承認について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 
 
  令和８年５月１５日提出 
 
                      羽島市長 松 井  聡     
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専第５号  

 

   令和７年度羽島市一般会計補正予算（第１３号）  

 令和７年度羽島市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，２６９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２９，１８５，１９９千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､  

「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。  

 

  令和８年３月３１日専決  

                           羽島市長  松  井   聡  
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第１表

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 地 方 譲 与 税 ２５４，４７２ ２，８７０ ２５７，３４２

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ６２，０００ △４，３５１ ５７，６４９

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １８４，０００ ７，５４５ １９１，５４５

3 森 林 環 境 譲 与 税 ８，４７２ △３２４ ８，１４８

3 利 子 割 交 付 金 ４，０００ １４，５１７ １８，５１７

1 利 子 割 交 付 金 ４，０００ １４，５１７ １８，５１７

4 配 当 割 交 付 金 ５７，０００ ４０，２２３ ９７，２２３

1 配 当 割 交 付 金 ５７，０００ ４０，２２３ ９７，２２３

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ５７，０００ ８５，６８１ １４２，６８１

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ５７，０００ ８５，６８１ １４２，６８１

6 法 人 事 業 税 交 付 金 １１８，０００ １４，０６９ １３２，０６９

1 法 人 事 業 税 交 付 金 １１８，０００ １４，０６９ １３２，０６９

7 地 方 消 費 税 交 付 金 １，５６７，０００ ２１５，８７７ １，７８２，８７７

1 地 方 消 費 税 交 付 金 １，５６７，０００ ２１５，８７７ １，７８２，８７７

8 環 境 性 能 割 交 付 金 ２９，０００ １０，０８８ ３９，０８８

1 環 境 性 能 割 交 付 金 ２９，０００ １０，０８８ ３９，０８８

9 地 方 特 例 交 付 金 ８１，０００ ４，４８６ ８５，４８６

1 地 方 特 例 交 付 金 ８１，０００ ４，４８６ ８５，４８６

10 地 方 交 付 税 ４，２２４，１７１ １２，４２３ ４，２３６，５９４

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 地 方 交 付 税 ４，２２４，１７１ １２，４２３ ４，２３６，５９４

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ６，０００ △７７ ５，９２３

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ６，０００ △７７ ５，９２３

14 国 庫 支 出 金 ５，３５１，８０６ ２３，８３０ ５，３７５，６３６

2 国 庫 補 助 金 １，１４０，７８２ ２３，８３０ １，１６４，６１２

17 寄 附 金 ６３７，８７３ １２，２００ ６５０，０７３

1 寄 附 金 ６３７，８７３ １２，２００ ６５０，０７３

18 繰 入 金 ９８３，９４４ △４１５，９１８ ５６８，０２６

2 基 金 繰 入 金 ９７７，９４３ △４１５，９１８ ５６２，０２５

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２９，１６４，９３０ ２０，２６９ ２９，１８５，１９９
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ４，２９８，７４９ １３，０６９ ４，３１１，８１８

1 総 務 管 理 費 ３，６１１，１３９ １３，０６９ ３，６２４，２０８

3 民 生 費 １２，０６７，７８２ ０ １２，０６７，７８２

1 社 会 福 祉 費 ６，５５４，３１６ ０ ６，５５４，３１６

2 児 童 福 祉 費 ４，５０５，０６６ ０ ４，５０５，０６６

4 衛 生 費 ３，６７３，２７４ ０ ３，６７３，２７４

1 保 健 衛 生 費 １，６７２，３８８ ０ １，６７２，３８８

9 教 育 費 ２，７５０，８５０ ７，２００ ２，７５８，０５０

1 教 育 総 務 費 ４９５，０６５ ７，２００ ５０２，２６５

2 小 学 校 費 ４４５，０２２ ０ ４４５，０２２

3 中 学 校 費 ２３０，１２６ ０ ２３０，１２６

4 義 務 教 育 学 校 費 ４３，４７７ ０ ４３，４７７

6 社 会 教 育 費 ４４４，２１４ ０ ４４４，２１４

7 保 健 体 育 費 １，０１９，４７１ ０ １，０１９，４７１

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２９，１６４，９３０ ２０，２６９ ２９，１８５，１９９
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１　歳入

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 地方揮発油譲与税 62,000 △4,351 57,649  1 地方揮発油譲与税 △4,351 地方揮発油譲与税 △4,351(既決 62,000)

計 62,000 △4,351 57,649

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 自動車重量譲与税 184,000 7,545 191,545  1 自動車重量譲与税 7,545 自動車重量譲与税 7,545(既決 184,000)

計 184,000 7,545 191,545

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 森林環境譲与税 8,472 △324 8,148  1 森林環境譲与税 △324 森林環境譲与税 △324(既決 8,472)

計 8,472 △324 8,148

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 利子割交付金 4,000 14,517 18,517  1 利子割交付金 14,517 利子割交付金 14,517(既決 4,000)

計 4,000 14,517 18,517

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

歳入歳出補正予算事項別明細書
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(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 配当割交付金 57,000 40,223 97,223  1 配当割交付金 40,223 配当割交付金 40,223(既決 57,000)

計 57,000 40,223 97,223

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 株式等譲渡所得割交付金 57,000 85,681 142,681  1 株式等譲渡所得割交付 85,681 株式等譲渡所得割交付金

金 85,681(既決 57,000)

計 57,000 85,681 142,681

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 法人事業税交付金 118,000 14,069 132,069  1 法人事業税交付金 14,069 法人事業税交付金 14,069(既決 118,000)

計 118,000 14,069 132,069

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 地方消費税交付金 1,567,000 215,877 1,782,877  1 地方消費税交付金 215,877 地方消費税交付金 215,877(既決 1,567,000)

計 1,567,000 215,877 1,782,877

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 環境性能割交付金 29,000 10,088 39,088  1 環境性能割交付金 10,088 環境性能割交付金 10,088(既決 29,000)

計 29,000 10,088 39,088

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 地方特例交付金 81,000 4,486 85,486  1 地方特例交付金 4,486 地方特例交付金 4,486(既決 81,000)

計 81,000 4,486 85,486

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 地方交付税 4,224,171 12,423 4,236,594  1 地方交付税 12,423 特別交付税 12,423(既決 459,000)

計 4,224,171 12,423 4,236,594

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 交通安全対策特別交付金 6,000 △77 5,923  1 交通安全対策特別交付 △77 交通安全対策特別交付金 △77(既決 6,000)

金

計 6,000 △77 5,923

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 総務費国庫補助金 603,432 23,830 627,262  1 総務管理費補助金 23,830 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

23,830(既決 395,546)

計 1,140,782 23,830 1,164,612

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 企業版ふるさと納税寄附 4,000 5,000 9,000  1 企業版ふるさと納税寄 5,000 企業版ふるさと納税寄附金

金 附金 5,000(既決 4,000)

 4 教育費寄附金 2,813 7,200 10,013  1 教育総務費寄附金 7,200 教育総務費寄附金 7,200(既決 1,000)

計 637,873 12,200 650,073

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 基金繰入金 977,943 △415,918 562,025  1 財政調整基金繰入金 △415,918 財政調整基金繰入金

△415,918(既決 415,918)

計 977,943 △415,918 562,025

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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２　歳出

(款) 2  総務費
(項) 1  総務管理費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 5 財産管理費 1,583,179 11,969 1,595,148 11,969 24 積立金 11,969

財政調整基金積立金 11,969(既決 862,442)

 7 企画費 6,060 1,100 7,160 1,100 11 役務費 1,100

手数料 1,100 羽島市街づくり推進事業 1,100(既決 5,480)

計 3,611,139 13,069 3,624,208 13,069

(款) 3  民生費
(項) 1  社会福祉費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 社会福祉総 1,857,247 0 1,857,247 △1,324 1,324

務費 物価高騰対策支援事業（介護事業所関連）     

(既決 3,990)

物価高騰対策支援事業（障害福祉関連）       

(既決 2,631)

 6 老人福祉費 84,045 0 84,045 3,000 △3,000

家族介護支援事業 (既決 4,426)

計 6,554,316 0 6,554,316 △1,324 3,000 △1,676

(款) 3  民生費
(項) 2  児童福祉費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 2 児童福祉対 208,334 0 208,334 2,000 △2,000

策費 児童センター運営費 (既決 11,936)

 3 保育所等運 2,173,328 0 2,173,328 △168 168

営費 保育施設等給付金支給事業 (既決 1,684)

計 4,505,066 0 4,505,066 △168 2,000 △1,832

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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(款) 4  衛生費
(項) 1  保健衛生費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 保健衛生総 124,905 0 124,905 △906 906

務費 医療機関等給付金支給事業 (既決 9,056)

 6 斎場費 67,225 0 67,225 1,758 △1,758

斎場施設管理費 (既決 34,244)

計 1,672,388 0 1,672,388 852 △852

(款) 9  教育費
(項) 1  教育総務費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 3 教育振興費 137,835 7,200 145,035 7,200 24 積立金 7,200

入通学等事務経費 7,200(既決 10,814)

計 495,065 7,200 502,265 7,200

(款) 9  教育費
(項) 2  小学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 学校管理費 427,261 0 427,261 7,332 △7,332

小学校施設管理費 (既決 129,279)

計 445,022 0 445,022 7,332 △7,332

(款) 9  教育費
(項) 3  中学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 学校管理費 218,098 0 218,098 5,344 △5,344

中学校施設管理費 (既決 76,564)

計 230,126 0 230,126 5,344 △5,344

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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(款) 9  教育費
(項) 4  義務教育学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 学校管理費 41,581 0 41,581 973 △973

義務教育学校施設管理費 (既決 16,187)

計 43,477 0 43,477 973 △973

(款) 9  教育費
(項) 6  社会教育費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 7 図書館費 105,081 0 105,081 902 △902

図書館施設管理費 (既決 10,612)

計 444,214 0 444,214 902 △902

(款) 9  教育費
(項) 7  保健体育費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 5 給食センタ 834,669 0 834,669 9,919 △9,919

ー費 給食事業費 (既決 451,947)

計 1,019,471 0 1,019,471 9,919 △9,919

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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承第５号 
 
   専決処分の報告並びにその承認について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 
 
  令和８年５月１５日提出 
 

                     羽島市長 松 井  聡     
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専第６号  

 

   令和７年度羽島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

 令和７年度羽島市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１，１３６，４２４千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､  

「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。  

 

  令和８年３月３１日専決  

                           羽島市長  松  井   聡  
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第１表

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ８２８，７３６ ４，６４１ ８３３，３７７

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ８２８，７３６ ４，６４１ ８３３，３７７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １，１３１，７８３ ４，６４１ １，１３６，４２４

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 後期高齢者医療広域連合納付金 １，１１０，６０３ ４，６４１ １，１１５，２４４

1 後期高齢者医療広域連合納付金 １，１１０，６０３ ４，６４１ １，１１５，２４４

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １，１３１，７８３ ４，６４１ １，１３６，４２４
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１　歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 普通徴収保険料 251,538 4,641 256,179  1 現年度分 4,641 現年度分 4,641(既決 248,169)

計 828,736 4,641 833,377

目
区     分 金   額

歳入歳出補正予算事項別明細書
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２　歳出

(款) 2  後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1  後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 後期高齢者 1,110,603 4,641 1,115,244 4,641 18 負担金・補 4,641

医療広域連 助及び交付 広域連合納付金 4,641(既決 1,110,603)

合納付金 金

負担金 4,641

計 1,110,603 4,641 1,115,244 4,641

一般財源 区   分  金   額 

-66-



議第３２号  

 

   令和８年度羽島市一般会計補正予算（第１号）  

 令和８年度羽島市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，５７６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２９，５７７，５７６千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､  

「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（地方債の補正）  

第２条  地方債の変更は、「第２表  地方債補正」による。  

 

  令和８年５月１５日提出  

                           羽島市長  松  井   聡  
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第１表

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14 国 庫 支 出 金 ５，４８３，４９８ ９６１ ５，４８４，４５９

2 国 庫 補 助 金 １，１４４，４９４ ９６１ １，１４５，４５５

18 繰 入 金 ２，６２２，３１８ ６１５ ２，６２２，９３３

2 基 金 繰 入 金 ２，６１６，３１７ ６１５ ２，６１６，９３２

20 諸 収 入 １８６，６７７ ４，５００ １９１，１７７

4 雑 入 １６５，２５９ ４，５００ １６９，７５９

21 市 債 １，３９９，５００ １，５００ １，４０１，０００

1 市 債 １，３９９，５００ １，５００ １，４０１，０００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２９，５７０，０００ ７，５７６ ２９，５７７，５７６

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ３，２３８，２３４ ４，５００ ３，２４２，７３４

1 総 務 管 理 費 ２，６４２，６２０ ４，５００ ２，６４７，１２０

3 民 生 費 １２，０５５，８３１ ６４４ １２，０５６，４７５

3 生 活 保 護 費 １，０６１，４５７ ６４４ １，０６２，１０１

9 教 育 費 ３，１１２，７５９ ２，４３２ ３，１１５，１９１

1 教 育 総 務 費 １，０１６，８８３ ７２０ １，０１７，６０３

5 幼 稚 園 費 ７７，３００ １，７１２ ７９，０１２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２９，５７０，０００ ７，５７６ ２９，５７７，５７６
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第２表

（変更） （単位：千円）

利 率 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

西部幼稚園園舎
改修事業

5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率見直し
を行った後
において
は、当該利
率見直し後
の利率）

8,700
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率見直し
を行った後
において
は、当該利
率見直し後
の利率）

　政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合には借入先
と協定し、その条件に従
うものとする。ただし、
市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償還又
は低利に借換えすること
ができる。

7,200
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合には借入先
と協定し、その条件に従
うものとする。ただし、
市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償還又
は低利に借換えすること
ができる。

地　　　方　　　債　　　補　　　正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 償 還 の 方 法
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１　歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 総務費国庫補助金 722,730 640 723,370  1 総務管理費補助金 640 地域未来交付金（地域防災緊急整備型）

640(既決 0)

 2 民生費国庫補助金 146,815 321 147,136  3 生活保護費補助金 321 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

321(既決 5,986)

計 1,144,494 961 1,145,455

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 基金繰入金 2,616,317 615 2,616,932  1 財政調整基金繰入金 △105 財政調整基金繰入金 △105(既決 1,743,721)

 4 修学助成事業基金繰入 720 修学助成事業基金繰入金 720(既決 4,680)

金

計 2,616,317 615 2,616,932

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 雑入 164,496 4,500 168,996  2 総務費雑入 4,500 コミュニティ助成事業助成金 2,500(既決 0)

地域防災組織育成事業助成金 2,000(既決 0)

計 165,259 4,500 169,759

目
区     分 金   額

歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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(款) 21 市債

(項) 1 市債

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 7 教育債 515,900 1,500 517,400  4 幼稚園債 1,500 西部幼稚園園舎改修事業 1,500(既決 7,200)

計 1,399,500 1,500 1,401,000

目
区     分 金   額
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２　歳出

(款) 2  総務費
(項) 1  総務管理費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

10 まちづくり 143,527 2,500 146,027 2,500 18 負担金・補 2,500

推進費 助及び交付 コミュニティ助成事業 2,500(既決 0)

金

交付金 2,500

12 災害対策費 28,384 2,000 30,384 640 2,000 △640 18 負担金・補 2,000

助及び交付 災害対策事務経費 2,000(既決 5,689)

金 防災施設管理費 (既決 17,196)

補助金 2,000

計 2,642,620 4,500 2,647,120 640 4,500 △640

(款) 3  民生費
(項) 3  生活保護費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 生活保護総 106,402 644 107,046 321 323 12 委託料 644

務費 生活保護事務経費 644(既決 12,501)

計 1,061,457 644 1,062,101 321 323

(款) 9  教育費
(項) 1  教育総務費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 3 教育振興費 135,590 720 136,310 720 18 負担金・補 720

助及び交付 入通学等事務経費 720(既決 9,371)

金

交付金 720

計 1,016,883 720 1,017,603 720

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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(款) 9  教育費
(項) 5  幼稚園費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 西部幼稚園 77,300 1,712 79,012 1,500 212 14 工事請負費 1,712

費 西部幼稚園園舎改修事業 1,712(既決 8,125)

計 77,300 1,712 79,012 1,500 212

一般財源 区   分  金   額 
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（変更） （単位：千円）

１ 10,828,424 1,399,500 11,156,264 11,157,764

(8) 2,719,696 515,900 2,862,526 2,864,026

18,880,999 1,399,500 18,297,546 18,299,046

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当該年度中増減見込み 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

区 分 当該年度中起債見込額
補 正 前 補 正 後

補　正　前 補　正　後

普 通 債 1,401,000

教 育 517,400

合 計 1,401,000
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議第３３号 

 

   動産の取得について 

 

次のとおり動産を取得したいので、羽島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年羽島市条例第２号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

令和８年５月１５日提出 

 

                       羽島市長 松 井  聡     

 

 

１ 動産の名称  ＧⅠＧＡスクール教育用タブレット 

２ 取得の目的  小学校、中学校及び義務教育学校の教育用タブレット更新 

３ 取得の方法  随意契約 

４ 取得の金額  金３６３，７７７，７００円 

５ 取得の相手方  岐阜県岐阜市市橋５丁目４－１８ 

          教育産業株式会社 岐阜営業所 

          所長 冨岡 宏伊 

-76-


	表紙・目次
	承第２号＿専決処分の報告並びにその承認について（専第３号＿羽島市税条例の一部を改正する条例について）
	承第３号＿専決処分の報告並びにその承認について（専第４号　羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）
	承第４号＿専決処分の報告並びにその承認について（専第５号　令和７年度羽島市一般会計補正予算（第１３号））
	承第５号＿専決処分の報告並びにその承認について（専第６号＿令和７年度羽島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））
	議第３２号＿令和８年度羽島市一般会計補正予算（第１号）
	議第３３号＿動産の取得について

